
消 防 計 画（ 防 火 管 理 規 程）  

 

 

第 1 章   総  則 
 

(目 的) 

第１条 この計画は、消防法第８条第１項に基づき 医療法人仁徳会 今村病院 における

防火管理業務について必要な事項を定めて火災、震災、その他の災害の予防および人

命の安全並びに災害の防止をはかることを目的とする。 

 

(消防計画の適用範囲) 

第２条 この計画は、当社に勤務し出入りし、または居住・来社するすべての者に適用する

ものとする。 

 

(防火管理者の権限及び業務) 

第３条 防火管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行うものと 

する。 

(1) 消防計画の検討及び変更 

(2) 消火、通報、避難及び避難誘導の訓練の実施 

(3) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査の実施及び監督 

(4) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督 

(5) 火気の使用又は取り扱いに関する指導監督 

(6) 収容人員の管理 

(7) 管理権原者に対する助言及び報告並びにその他防火管理上必要な業務 

 

(消防機関への報告、連絡) 

第４条 防火管理者は次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものと 

する。 

(1) 消防計画の提出 (改正の都度) 

(2) 建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続 

(3) 消防用設備等の点検桔果の報告 

(4) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請 

(5) 教育訓練指導の要請 
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(6) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項 

 
 

第２章  予 防 管 理 対 策 
 

(予防管理組織等) 

第５条 日常の火災予防及び地震時の出火防止をはかるため、防火管理者のもとに火元 

責任者を別表１のとおり定め任務分担を指定する。 

 

(火災予防上の遵守事項) 

第６条 火災予防のためすべての者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 火気使用設備器具は・使用する前及び使用後には必ず点検し、安全を確認する 

こと。 

(2) 火気使用設備の周囲は、常に整理整頓をしておくこと。 

(3) 退社時には灰皿、吸殻の後始末を完全にすること。 

(4) 廊下、階段、通路、出入口等その他避難のために使用する施設には避難の妨害 

となる設備を設け、また物品を置かないこと。また、避難口等に設ける戸は 

容易に解錠し解放できるようにしておくこと。 

(5) 社内で火気を使用するものは、火気管理等について防火管理者の指示を受けて行

うこと。 

(6) 地震時における火気使用設備器具の安全確認。 

 

(建物等の自主検査) 

第７条 防火管理者及び火元責任者は建物、火気使用設備器具、危険物施設等について 

別に定める検査表に基づき、次により検査を実施するものとする。 
検 査 対 象 検 査 月 日 

建築物 
０６月０１日 

１２月０１日 

火気使用設備器具 
０６月０１日 

１２月０１日 

危険物施設 
０６月０１日 

１２月０１日 

電気設備 
０６月０１日 

１２月０１日 

 



(消防用設備等の点検) 

第８条 防火管理者は、補助者とともに建物内に設置されている消防用設備等の機能を 

維持管理するため別に定める点検表に基づき別表２により点検を行うものとする。 
 

(点検検査桔果の記録と報告) 

第９条 防火管理者は点検検査の結果を、防火対象物維持台帳に記録し、管理権原者は 

消防用設備等の点検桔果について1(3)年に1回消防長に報告しなければならない。 

 

(不備欠陥等の整備) 

第10条 防火管理者は、建物等および消防用設備等に不備欠陥事項があるときは、改修 

について管理権原者に報告し、その促進をはかるものとする。 
 

 

第 ３ 章  自衛消防活動対策 
 

(自衛消防の組織と任務分担) 

第11条 自衛消防組織として施設管理者を自衛消防隊長とし、別表第３の任務分担により 

自衛消防隊を組織する。 

 

(自衛消防活動) 

第12条 自衛消防隊長は、消防用設備等の配置図および避難経路図を作成し掲示する 

ものとする。 

２ 火災等が発生したときは、前条に定める任務分担および消防用設備等の配置図、避難

経路図にもとづき、積極的に行動するものとする。 
 

 

第 ４ 章  震 災 対 策 
 

(震災予防措置) 

第13条 地震時の災害の発生を予防するため第２章に定めるほか、次のことを行うもの 

とする。 

(1) 建物及び建物に付随する施設物及び建物内に陳列、設置する物件の倒壊転倒 

落下の有無の検査 

(2) 火気使用設備器具等の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止 



装置等についての作動状況の検査 

(3) 危険物類の転倒、落下、浸水等による発火防止の措置 

２ 各火元責任者は、被害を生ずるに至らない地震の場合であっても、地震後建物・火気 

使用設備器具等の点検、検査を行いその安全性を確認すること。 
 

(震災に備えての準備品) 

第14条 震災に備え次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくものとする。 

(1) 食料 (2～3日分の非常食)及び飲料水 (水筒) 

(2) 衣類 (下着、タオル、毛布等) 

(3) 懐中電灯・トランジスターラジオ 

(4) 救急医薬品 (5) 貴重品 (6) その他 

 

(地震時の活動) 

第15条 地震時の活動は第３章によるほか、次によるものとする。 

(1) 各火元責任者は従業員を指揮し、各種器具からの出火防止措置を講ずること 

(2) 従業員は避難者へ必要な指示を与え、混乱防止の措置を講ずること。 

(3) 防火管理者は、自らの判断または防災機関からの避難命令により指定避難場所 

へ避難誘導すること。 
 

 

第 ５ 章 防災教育及び訓練 
 

(防災教育の実施) 

第16条 防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。 

(1) 従業員に対する教育は、年２回実施するものとする。 

(2) 新入者に対する教育は、入社時期に行うものとする。 

２ 防災教育の内容は、次によるものとする。 

(1) 消防計画の周知徹底 

(2) 火災予防事項の遵守事項 

(3) 防火管理上の各従業員の任務および責任の周知徹底 

(4) 震災対策に関する事項 

(5) その他火災予防上必要な事項 

 



(訓 練) 

第17条 防火管理者は、次により訓練を行うものとする。 
(1) 総合訓練（消火、通報及び避難誘導等を連携して行う）を１月の年１回行う 

ものとする。 

(2) 部分訓練（消火、通報及び避難訓練の個々訓練を行う）を７月の年１回行う 

  ものとする。 

 

(震災訓練への参加) 

第18条 震災訓練については、前条に準じて行うとともに防災機関、町会等で行う訓練 

に参加するものとする。 

 

(訓練の実施報告) 

第19条 防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合には別記 「自衛消防訓練通知書」 

により消防本部へ通知するものとする。 
 

 

付   則 

 

この消防計画は、平成２３年１月１日から施行する。 

令和６年１月５日改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 
 

（予防管理組織） 

責任区分・火元責任者 

場所 正 副 任務分担・避難管理 

１階 看護部長 所属看護師 

・Ｘ線・リハビリ等治療用器具 

・火気使用設備の管理 

・非難管理 

・地震時の出火防止に関すること 

・その他火災予防上必要な事項 

２階 病棟師長 所属看護師 

・１階火元責任者に準じ２階を管理する 

・入院患者の避難誘導 

・病棟内の火気の取り締まり（煙草・他） 

３階 病棟師長 所属看護師 

・２階火元責任者に準じ３階を管理する 

・入院患者の避難誘導 

・病棟内の火気の取り締まり（煙草・他） 

４階 リハ室長 所属療法士 

・３階火元責任者に準じ４階を管理する 

・リハビリ患者の避難誘導 

・室内の火気の取り締まり（煙草・他） 

 

別表２ 
 

（消防設備等の点検） 

消防設備等 
点検者及び実施月日 

外観点検 機能点検 点検者 総合点検 点検者 

消火器 

６月 ６月 

委託事業者

及び防火管

理者 

１２月 

委託事業者

及び防火管

理者 

自動火災報知設備 

避難器具 

誘導灯・防火扉 

 

 

 

 



別表３ 
 

（自衛消防の組織と任務分担） 

 

自 衛 消 防 隊 長 

木 村 卓 司 

 

 

自 衛 消 防 副 隊 長 

防火管理者 小 池 博 文 

 

 

 

通報班 避難誘導班 消火班 搬出班 

受付職員 班 長 看護師長 班 長 事務長 女性事務員 

 副班長 外来責任者 副班長 男性職員  

 班 員 看護職員 班 員 医療技術員  

 

（各任務分担） 

 

通報班・・・ 消防機関への通知と避難応援の連絡、到着した消防隊への情報の提供に

あたる。 

 

 

消火班・・・  消火器具等を用いて初期消火活動にあたる。 

 

 

搬出班・・・  重要書類等の搬出 

 

 

避難誘導班・・  利用者・入院者の避難活動にあたる。消防隊到着後は指示に従い、協

力する 

 

（適切な消火活動体制） 

 

消防法施行規則５条３項に則り、院内病床数５０床を有している状況下において、休日、

夜間における活動は施設基準に関わらず、宿直者を除き看護師が常時４人を下回らないよ

うにし、それ以外においても医師、看護師及びその他の職員が協力し、適切な初動体制の

確立を図り、入院患者の人命安全を最優先とした活動を行うこととする。 


